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インナー＆アウタータイプ 

腹圧効果、骨盤補強効果で腰への負担を軽減。高い運動性と 
快適性。スーパーリリーフは、かさばらない肌着感覚のイン 
ナータイプで制菌効果・遠赤効果のある素材使用。 
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●相次ぐ企業側の団交拒否！！ 
　元労働者による労働組合の団交権問題 
●石綿問題解決のための日韓共同シンポジウムに参加しよう！！ 
●アスベスト報道ダイジェスト2007年１月 
●相変わらずの地方自治体非常勤職員災害補償制度の杜撰さ 
　法令適用の誤りとおかしな事務処理 
●アスベスト救済法一周年シンポ・集会のご案内 
●前線から（ニュース） 

表紙／旧アスベスト鉱山跡（通称東京山　長崎市蚊焼地区） 
 

1月の新聞記事から／19   
 



関西労災職業病 2007.2;No.366



関西労災職業病 2007.2;No.366



関西労災職業病 2007.2;No.366

石綿対策全国連絡会議
連絡担当：事務局長  古谷杉郎

〒136-0071 東京都江東区亀戸7-10-1 Zビル5F
TEL（03）3636-3882／FAX（03）3636-3881

E-mail： banjan@au.wakwak.com
URL： http://park3.wakwak.com/~banjan/

いわゆる先進工業国のなかではアスベストを最後まで使い続けた日本ですが、アジアで
は原則禁止に踏み切った最初の国でもあります。アスベスト被害の顕在化・社会問題化が
相対的に早かった日本の教訓を伝えて、労働組合や労働安全衛生、市民団体をはじめ、全
ての関係者が、アスベスト問題解決のための戦略と展望を早期に確立し、取り組みを開始
することはアジア諸国にとってきわめて有意義なことと考えられます。2009年に原則禁止
を導入するという政府の方針が発表されている韓国で、まさにそのことを目的とした初め
ての日韓共同シンポジウム（仮称）が開催されます。ぜひ多くの方々に参加していただく
よう呼びかける次第です。
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●日時： 2007年 5月 18日（金）午前・午後～19日（土）午前、正午終了予定
●会場： 韓国ソウル市内（未定）、会場へのアクセスのよいところに宿泊場所（ホテル）

を確保する予定です。
●内容： プログラムは確定し次第、ご連絡いたします。日本側で発表を希望する方は、

早めに石綿対策全国連絡会議までご連絡ください。
●言語： 会議では韓国語・日本語を使用し、逐次通訳がつきます。
●主催： 日本側＝石綿対策全国連絡会議、韓国側＝労働健康連帯、源進労働環境健康研

究所を中心に関係労働組合、団体等に呼びかけて準備が進められています。

●費用： 会議参加費 10,000円（18日昼・夕食を含む）＋宿泊費 10,000円（朝食含
む―原則2人1部屋）×宿泊日数、 おおむね上記で収められるようにした
いと思っています。
往復飛行機代、空港―ホテル交通費、上記以外の食費、観光等は自己負担とな
ります。

●日程： 会議参加のみの最短日程の場合、17日（木）中にソウルに到着・宿泊してい
ただき、17・18日の2泊、19日（土）会議終了後、夜の便で帰国というスケ
ジュールが考えられます。
会議前日の17日（木）には、ご希望の方には、案内（と言ってもプロではな
くメンバーの中のボランティアですが）付きの一日観光コースを1～3コース
くらいご用意できる予定です（費用は実費負担）。
上記以外の観光等は基本的にご自分で手配等をお願いします。

●交通： 往復の飛行機の手配は各自でお願いします。
主催者では、怪我、盗難等の補償の責は負えません。旅行保険に加入されるこ
とをお勧めします。
ソウルの宿泊場所（ホテル）での集合・解散となりますが、おって空港から宿
泊場所（ホテル）までの移動手段等のくわしいご案内を差し上げます（旅慣れ
ていない方でもご心配ありません）。

●申込： 参加申し込みの締め切りは、2007年 4月18日（水）とさせていただきます。
氏名、住所、電話番号、Eメール・アドレス、所属団体、宿泊日程、フライト・
スケジュール（決まり次第）、17日観光参加希望の有無をお知らせください
（FAX 03-3636-3881またはbanjan@au.wakwak.com）。
可能な限り、3月中にお申し込みいただくようご協力をお願いいたします。
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第３条　この法律においては、労働者を使
用する事業を適用事業とする。

２　前項の規定にかかわらず、国の直営事
業、官公署の事業（労働基準法(昭和二十
二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事
業を除く。）及び船員保険法（昭和十四年
法律第七十三号）第十七条の規定による
船員保険の被保険者については、この法
律は、これを適用しない。

労働基準法
別表第一　(第三十三条、第四十条、第四十
一条、第五十六条、第六十一条関係)
一　物の製造、改造、加工、修理、洗浄、
選別、包装、装飾、仕上げ、販売のため
にする仕立て、破壊若しくは解体又は材
料の変造の事業(電気、ガス又は各種動
力の発生、変更若しくは伝導の事業及び
水道の事業を含む。)
二　鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採
取の事業
三　土木、建築その他工作物の建設、改造、
保存、修理、変更、破壊、解体又はその
準備の事業
四　道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航
空機による旅客又は貨物の運送の事業
五　ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場
又は倉庫における貨物の取扱いの事業
六　土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽
植、栽培、採取若しくは伐採の事業その
他農林の事業
七　動物の飼育又は水産動植物の採捕若し



関西労災職業病 2007.2;No.366

地方公務員災害補償制度適用法令等一覧表

常 勤・ 

非 常 勤 

の 別 

職 対  象  者 適 用 法 令 等 補償実施機関 

特 

別 

職 

知事・市町村長・一部事務組合管理者

広域連合長・副知事・助役・出納長 

収入役・監査委員（常勤） 

企業管理者 

常 
 

勤 
 

職 
 

員 

再
任
用
短
時
間
勤
務
・ 

 

常
勤
的
非
常
勤
含
む 

 
 

一 

般 

職 

教育長・一般職員（事務吏員・技術吏

員・その他の職員） 

教員・警察職員・消防吏員・企業職員 

地方公務員災害補償法 

  

地 方 公 務 員 

災害補償基金 

議会議員・監査委員・行政委員会の委

員・地方公共団体の附属機関の委員・

統計調査員・民生委員・母子相談員・

その他非常勤の者（労働基準法別表第

１に掲げる事業所（以下「労基法別表

事業所」という。）以外の事業所に勤務

する者） 

地方公務員災害補償法に基づく条例

（法第69条） 

消防団員・水防団員 

消防組織法に基づく条例及び消防団員

等公務災害補償等責任共済等に関する

法律 

学校医・学校歯科医・学校薬剤師 

公立学校の学校医・学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する法律

に基づく条例 

地方公共団体 

  

  

特 
 
 

別 
 
 

職 

失業対策事業の労働者、その他非常勤

の者（労基法別表事業所に勤務する者） 
労働者災害補償保険法 国（厚生労働省） 

臨時職員等 

（労基法別表事業所以外の事業所に勤

務する者） 

地方公務員災害補償法に基づく条例

（法第69条） 
地方公共団体 

 
非 
常 
勤 

職 

員 

一 

般 

職 

上記以外の臨時職員等 

（労基法別表事業所に勤務する者） 
労働者災害補償保険法 国（厚生労働省） 

  

  
船員 船員保険法 国（厚生労働省） 
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くは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は
水産の事業
八　物品の販売、配給、保管若しくは賃貸
又は理容の事業
九　金融、保険、媒介、周旋、集金、案内
又は広告の事業
十　映画の製作又は映写、演劇その他興行
の事業
十一　郵便、信書便又は電気通信の事業
十二　教育、研究又は調査の事業
十三　病者又は虚弱者の治療、看護その他
保健衛生の事業
十四　旅館、料理店、飲食店、接客業又は
娯楽場の事業
十五　焼却、清掃又はと畜場の事業

地方公務員に対する労災保険法の適用関係
の変更について
第五五回特別国会で成立した地方公務員
災害補償法（昭和四二年法律第一二一号（以
下「地公災法」という。））は、地方公務員に
ついて統一的な災害補償制度を設けること
としたものであるが、同法が昭和四二年一
二月一日から施行されることに伴い、地方
公務員に対する労働者災害補償保険法（以
下「労災保険法」という。）の適用関係が同
日以降一部変更されることとなるので、下
記に留意のうえ、事務処理に遺憾のないよ
うにされたい。

記
一　地方公務員であって現業部門の非常勤
職員でないものについては、昭和四二年一
二月一日から、労災保険法の適用がなくな
ること（地公災法第六七条第二項、労災保
険法第三条第三項）。
ここに非常勤職員とは、次の者以外の

者をいうものであること（地公災法第二条
第一項、同法施行令第一条）。
(1) 常時勤務に服することを要する地方公
務員

(2) 常時勤務に服することを要しない地方
公務員のうち、自治大臣の定めるとこ
ろにより、常時勤務に服することを要
する地方公務員について定められてい
る勤務時間以上勤務した日（法令の規
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定により勤務を要しないこととされ、
又は休暇を与えられた日を含む。）が
引き続いて一二月をこえるに至った
者で、そのこえるに至った日以後引き
続き当該勤務期間により勤務すること
を要することとされているもの

二　地公災法の施行の日（昭和四二年一二
月一日）の前日において、地方公共団体が
行う事業について成立している労働者災害
補償保険（以下「労災保険」という。）の
保険関係は、同日に消滅するので（地公災
法附則第一〇条）、当該保険関係が消滅し
た事業については、労災保険法に定めると
ころにより、確定保険料の報告、納付等を
行う必要があること。ただし、失業対策事
業主等として非常勤職員を使用して行う事
業については、事務処理の便を図るため、
当該事業の廃止又は終了の日の翌日に労災
保険の保険関係が消滅するものとして取り
扱うこと。
三　地公災法附則第一〇条の規定により労
災保険の保険関係が消滅した事業であっ
て、同法の施行の日（昭和四二年一二月一
日）において、労災保険法第三条第一項各
号に掲げる事業（昭四四年法第八三号附則
第一二条参照、徴収令第一七条参照）に該
当する事業については、同日に労災保険の
保険関係が新たに成立することになるが、
この場合には、届出をさせる必要がないこ
と。なお、同日において労災保険法第三条
第二項の事業に該当する事業については、
労災保険に加入するには、あらためて手続
が必要であることはいうまでもないこと。
四　地公災法附則第一〇条の規定により労

災保険の保険関係が消滅した事業であっ
て、同法の施行の日（昭和四二年一二月一
日）以降に労災保険の保険関係が成立した
ものについての保険番号の振出し、メリッ
トの適用等は、すべて新たに行うこと。
五　地公災法附則第一〇条の規定により労
災保険の保険関係が消滅した事業に使用さ
れる労働者であって、同法の施行の日（昭
和四二年一二月一日）以降労災保険の適用
を受けなくなったものの同日前に生じた業
務災害に係る補償については、労災保険に
おいて行うものであること（地公災法附則
第四条）。

（昭四二・一〇・二七　基発第一〇〇〇号）

地方公務員災害補償法
第二条　この法律で「職員」とは、次に掲げ
る者をいう。
一　常時勤務に服することを要する地方公
務員（常時勤務に服することを要しない
地方公務員のうちその勤務形態が常時勤
務に服することを要する地方公務員に準
ずる者で政令で定めるものを含む。）
二　＜略＞
２以下　＜略＞
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地方公務員災害補償法施行令
第一条　地方公務員災害補償法（以下「法」
という。）第二条第一項第一号に規定する
常時勤務に服することを要しない地方公務
員のうちその勤務形態が常時勤務に服する
ことを要する地方公務員に準ずる者で政令
で定めるものは、次に掲げる者とする。
一　地方公務員法（昭和二十五年法律第二
百六十一号）第二十八条の五第一項に規
定する短時間勤務の職を占める者
二　常時勤務に服することを要しない地方
公務員のうち、総務大臣の定めるところ
により、常時勤務に服することを要する
地方公務員について定められている勤務
時間以上勤務した日（法令の規定により
勤務を要しないこととされ、又は休暇を
与えられた日を含む。）が引き続いて十
二月を超えるに至つた者で、その超える
に至つた日以後引き続き当該勤務時間に
より勤務することを要することとされて
いるもの

２　＜略＞

地方公務員災害補償法
第六十九条　地方公共団体は、条例で、職員
以外の地方公務員（特定地方独立行政法人
の役員を除く。）のうち法律（労働基準法
を除く。）による公務上の災害又は通勤に
よる災害に対する補償の制度が定められて
いないものに対する補償の制度を定めなけ
ればならない。
２　地方独立行政法人は、職員以外の役員
のうち労働者災害補償保険法の規定の適用
を受けないものに対する補償の制度を定め
なければならない。
３　第一項の条例で定める補償の制度及び
前項の地方独立行政法人が定める補償の制
度は、この法律及び労働者災害補償保険法
で定める補償の制度と均衡を失したもので
あつてはならない。
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Ｒ市　議会の議員その他非常勤の職員の公
務災害補償等に関する条例
昭和42年12月○日　条例第○号
第２条　この条例で「職員」とは，議会の議
員，委員会の非常勤の委員，非常勤の監査
委員，審査会，審議会および調査会等の委
員その他の構成員，非常勤の調査員および
嘱託員その他の非常勤の職員等（地方公務
員災害補償法施行令（昭和42年政令第274
号）第１条に規定する職員を除く。）で次
の各号に掲げるもの以外のものをいう。
(1) 労働者災害補償保険法（昭和22年法
律第50号）の適用を受ける者

(2) 船員保険法（昭和14年法律第73号）に
基づく船員保険の被保険者

(3) Ｒ市立学校の学校医，学校歯科医およ
び学校薬剤師の公務災害補償に関する
条例（昭和○年Ｒ市条例第○号）の適用
を受ける者

(4) Ｒ市消防団員等公務災害補償条例（昭
和○年Ｒ市条例第○号）の適用を受け
る者

労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第三条　労災保険法第三条第一項の適用事
業の事業主については、その事業が開始さ
れた日に、その事業につき労災保険に係る
労働保険の保険関係（以下「保険関係」と
いう。）が成立する。
第四条の二　前二条の規定により保険関係
が成立した事業の事業主は、その成立した
日から十日以内に、その成立した日、事業
主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、
事業の行われる場所その他厚生労働省令で
定める事項を政府に届け出なければならな
い。
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２　保険関係が成立している事業の事業主
は、前項に規定する事項のうち厚生労働省
令で定める事項に変更があつたときは、厚
生労働省令で定める期間内にその旨を政府
に届け出なければならない。

全国労働安全衛生センター連絡会議の機関誌「安全センター情報｣は、運動・行政・研究な
ど各分野の最新情報の提供、動向の解説、問題提起や全国各地・世界各地の状況など、

他では得られない情報を満載しています。
●1部：800円　●購読会費：１部年額10,000円●申し込み：全国安全センターTel:03-3636-3882/

Fax:03-3636-3881E-mail:joshrc@jca.apc.org http://www.jca.apc.org/joshrc/
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図解　あなたのまわりの

中皮腫・じん肺・アスベストセンター〔編〕
　　　　　　　　　　12601260126012601260円円円円円（（（（（税税税税税込込込込込みみみみみ）））））　　　　　朝朝朝朝朝日日日日日新新新新新聞聞聞聞聞社社社社社怖がっているだけではもういけない！
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